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令和 5 年 3 月定例会・会議録 

令和 5 年 3 月 23 日（木） 午前 10 時 00 分 開議 
 

 

◎出席議員（10 名） 

【尾花沢市選出議員】 

3 番 鈴木由美子 君  4 番 菅野 喜昭 君  5 番 鈴木 裕雅 君 

6 番 塩原未知子 君  8 番 菅野 修一 君 

【大石田町選出議員】 

1 番 今野 雅信 君  2 番 熊谷富太郎 君  7 番 村形 昌一 君 

9 番 小玉  勇 君  10 番 齋藤 公一 君 

 

◎欠席議員（0 名） 

 

◎地方自治法第 121 条の規定による説明のための出席者 

管理者            結城  裕 君 

副管理者           村岡 藤弥 君 

監査委員           門脇 誠一 君 

会計管理者          有路 玲子 君 

幹事 市環境エネルギー課長   本間 孝一 君 

幹事 町まちづくり推進課長   大沼 進悟 君 

幹事 町建設課長       鈴木  太 君 

事務局長           鈴木  賢 君 

管理課長           押切 民典 君 

上下水道課長         小野 昭弘 君 

環境衛生課長         森  雅之 君 
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◎議長（菅野修一議員） 

皆さん、おはようございます。 

これより、令和 5 年 3 月定例会を開

会いたします。出席議員も定足数に達

しておりますので、直ちに本日の会議

を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付してお

ります議事日程第 1 号によって進めま

す。 

まず、日程第 1、会議録署名議員の

指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第 88 条の規定により、9 番 

小玉 勇議員、10 番 齋藤公一議員、1

番 今野雅信議員、以上の 3 名を指名

いたします。 

次に、日程第 2、会期の決定を議題

といたします。 

この際、議会運営委員長の報告を求

めます。議会運営委員長、鈴木裕雅議

員。 

◎議会運営委員長（鈴木裕雅議員） 

議会運営委員会の審議の結果につい

て、ご報告申し上げます。 

令和 5 年 3 月 1 日に招集告示になり

ました、今定例会に係る議会運営委員

会を、去る 3 月 16 日、午後 1 時 30 分

より、環境衛生事業組合会議室におい

て開会いたしました。当局から、事務

局長、管理課長の出席を求め、提出議

案の概要を聴取し、会期及び議事日程

について慎重に審議を行ったところで

す。 

その結果、今定例会の会期について

は、皆様方のお手元に配付しておりま

す会期・議事日程表のとおり、本日 1

日とすることに意見の一致をみた次第

です。 

何とぞ、当委員会の決定に対し、議

員各位のご賛同をお願い申し上げ、ご

報告といたします。 

◎議長（菅野修一議員） 

お諮りいたします。今定例会の会期

は、ただ今、議会運営委員長から報告

がありましたとおり、本日 1 日とする

ことに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、今

定例会の会期は、本日 1 日とすること

に決しました。 

次に、日程第 3、諸般の報告であり

ます。この際、事務局長をして、報告

いたさせます。事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

命によりまして、ご報告申し上げま

す。監査委員より、議長宛に令和 4 年

12 月から令和 5 年 2 月までに実施いた

しました例月出納検査につきまして、

地方自治法第 235 条の 2 第 3 項の規定

により報告がありました。その写しを

配付しておりますので、ご参照願いま

す。 

次に、令和 4 年 4 月 1 日から本日ま

での組合議会関係の事務処理報告書を

配付しておりますのでご参照願いま

す。 

以上で報告を終わります。 

◎議長（菅野修一議員） 

次に、議案の上程を行います。日程

第 4、承第 1 号「令和 4 年度尾花沢市

大石田町環境衛生事業組合一般会計補
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正予算(第 3 号)の専決処分の承認につ

いて」から、日程第 15、議第 11 号

「尾花沢市の条例を準用する条例の一

部を改正する条例の制定について」ま

での 12 案件を一括上程いたします。 

この際、管理者より提案理由の説明

を求めます。結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

皆さん、おはようございます。ただ

今上程なりました提出議案の説明に先

立ち、組合の各事業を取り巻く情勢と

施策の概要を申し上げ、議員各位をは

じめ、市町民の皆様の一層のご協力を

賜りたく、お願い申し上げます。 

はじめに、環境衛生事業の塵芥処理

について申し上げます。環境衛生セン

ターに直接搬入されるごみと、各家庭

から排出されるごみの量はゆるやかな

減少傾向にあります。集められるごみ

のうち、約 8 割が燃やせるごみです。

この燃やせるごみを処理する焼却炉本

体は、平成 15 年 3 月の使用開始から

20 年が経過し、老朽化のため年々補修

費用が増加しております。加えて、焼

却炉を収める建屋も昭和 55 年 3 月竣

工から 43 年が経過していることか

ら、経年劣化が著しく、建設年度の関

係から現在の耐震基準を満たしてはい

ない状況であります。同時に不燃物・

粗大ごみを処理するリサイクルプラザ

についても、平成 13 年 2 月の使用開

始から 22 年が経過し、ごみ焼却施設

同様、建屋、機械設備の老朽化が進行

しております。 

このため、現在これらごみ焼却施設

の更新に向け、環境省の循環型社会形

成推進交付金を活用した生活環境影響

調査を毒沢地内において実施中であ

り、調査は令和 5 年 11 月下旬で終了

予定となっております。 

今後も同交付金ソフト事業により、

既存施設の解体設計を進めるなど、施

設整備に向け鋭意に検討協議を進めて

参ります。 

白鷺最終処分場については、今後も

廃棄物のリサイクルによる減量化を推

進していきます。加えて、民間一般廃

棄物最終処分場への外部委託を継続し

ながら、白鷺最終処分場の延命化を図

って参ります。 

次に、し尿処理について申し上げま

す。汚泥再生処理センターについて

は、高度処理による適正な水質管理を

徹底しております。今後も安全で安定

的な維持管理に努めて参ります。 

次に、水道事業について申し上げま

す。水道事業は、住民生活に直結する

ライフラインとして極めて重要な役割

を担っており、地域住民の日常生活や

産業活動を支える必要不可欠なもので

あります。 

しかし、水道事業を取り巻く環境は

厳しく、人口減少に伴う過疎化の進

行、さらに節水器具等の普及による水

需要の伸び悩みによる経営基盤の脆弱

化が懸念されます。 

このことを踏まえ、経費の節減と効

率的な投資に努め、安全で安定した水

道水の供給を理念に事業を進めており

ます。建設改良事業については、石綿

セメント配水管等、老朽配水管の更新

をはじめ、両市町で行う流雪溝工事、
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下水道工事に伴う配水管布設替を行

い、災害に強い施設の構築を行って参

ります。 

次に、下水道事業について申し上げ

ます。まず、流域関連公共下水道につ

いては、村山浄化センターに汚水を送

り、安定した処理が行われています。

令和 4 年 3 月末現在の水洗化率につい

て申し上げますと、尾花沢市の加入者

数は 4,817 人で、91.0％、大石田町の

加入者数は 4,224 人で、95.7％となっ

ております。令和 4 年度における工事

により、尾花沢市で 4.41 ヘクタール

の整備が終わり、年度末の供用開始に

向けた準備を進めております。対象者

は 9 戸 22 名であります。 

一方、尾花沢市特定環境保全公共下

水道事業については、令和 4 年度に国

の支援を受けてストックマネジメント

計画を策定いたしました。この計画に

基づき各施設の更新を実施するととも

に、銀山温泉浄化センターやグライン

ダーポンプ等の維持管理を適切かつ合

理的に進めて参ります。 

以上が、各事業の概要になります。

議員各位におかれましては、今後とも

当組合の事業推進に対し、ご理解とご

支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 

続いて、提出議案についてご説明申

し上げます。 

はじめに、承第 1 号「令和 4 年度尾

花沢市大石田町環境衛生事業組合一般

会計補正予算（第 3 号）の専決処分の

承認について」を申し上げます。地方

自治法第 179 条第 1 項の規定により、

令和 4 年度の一般会計補正予算(第 3

号)を専決しましたので、同条第 3 項

の規定によりこれを報告し、承認を求

めるものです。予算を組み替えて、休

職者の共済費の不足分を職員手当等で

補てんしたものです。歳出のみの補正

予算となります。 

次に、議第 1 号「令和 4 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合一般会計

補正予算（第 4 号）」について申し上

げます。既定の歳入歳出予算の総額か

ら、歳入歳出それぞれ 2,027 万 7 千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 8 億 3,831 万 7 千円とす

るものです。歳出については、事業費

の確定に伴い補正するものです。歳入

については、雑入を増額して、使用料

及び手数料、国庫支出金、分担金を減

額し、予算を調製するものです。 

また、塵芥処理施設整備事業のごみ

収集車購入ですが、年度内の納品が困

難であるため、繰越明許の設定をお願

いするものです。 

次に、議第 2 号「令和 4 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合公共下水

道事業会計補正予算(第 1 号)」につい

て申し上げます。新年度の業務委託の

なかで、4 月 1 日から行うマンホール

ポンプ維持管理業務委託に関して、年

度内に委託契約を図るべく債務負担行

為に関する調書を設定するものです。  

次に、議第 3 号「令和 4 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合尾花沢市

特定環境保全公共下水道事業会計補正

予算（第 2 号）」について申し上げま

す。新年度の業務委託のなかで、4 月
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1 日から行う銀山温泉浄化センター及

びマンホールポンプ維持管理業務委託

に関して、年度内に委託契約を図るべ

く債務負担行為に関する調書を設定す

るものです。 

次に、議第 4 号「令和 4 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合大石田町

特定環境保全公共下水道事業会計補正

予算（第 1 号）」について申し上げま

す。新年度の業務委託のなかで、4 月

1 日から行うマンホールポンプ維持管

理業務委託に関して、年度内に委託契

約を図るべく債務負担行為に関する調

書を設定するものです。 

次に、議第 5 号「令和 4 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合水道事業

会計資本剰余金の処分について」を申

し上げます。令和 4 年度水道事業会計

のうち、補助金等をもって取得した資

産の撤去により発生する損失につい

て、補助金等を源泉とする資本剰余金

150 万円を上限として補てんするた

め、地方公営企業法第 32 条第 3 項の

規定により、議会の議決を求めるた

め、提案するものです。 

次に、議第 6 号「令和 5 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合一般会計

予算」について申し上げます。歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、

8 億 9,611 万 4 千円とするものです。 

歳入の主なものは、分担金 7 億

7,097 万 2 千円、使用料及び手数料

9,110 万円、国庫支出金 2,285 万 2 千

円、諸収入 918 万円などです。歳出の

主なものは、各施設の維持管理に伴う

委託料や工事請負費などであり、市町

民の生活基盤を守るため計上したもの

です。 

まず、火葬場費では、火葬施設運転

管理業務委託料として 1,133 万 2 千

円、火葬施設 24 時間予約受付業務委

託料として 176 万 9 千円、火葬炉誘引

送風機取替等の工事請負費として 800

万円を計上しております。 

塵芥処理費では、環境衛生センター

運転管理業務委託料として 1 億 6,954

万 3 千円、焼却施設残渣等埋立処分業

務委託料として 997 万 5 千円、ごみ処

理施設更新計画支援業務委託料として

8,794 万円、ごみ焼却施設維持管理補

修等の工事請負費として 1 億 6,000 万

円、ごみ収集車購入に 2,500 万円を計

上しております。 

し尿処理費では、環境衛生センター

運転管理業務委託料として 1,676 万 4

千円、脱水汚泥処理業務委託料として

627 万円、破砕装置、し尿供給ポンプ

整備等の工事請負費として、871 万 6

千円を計上しております。 

次に、議第 7 号「令和 5 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合水道事業

会計予算」について申し上げます。水

道業務の予定量については、近年の水

需要と給水人口動向等を踏まえ、年間

における総配水量等を予測し計上した

ものです。 

はじめに、収益的収支について申し

上げます。事業収益は 4 億 8,787 万 6

千円であり、前年度対比 4.2％の減少

となっております。主な収入として、

営業収益となる給水収益は億 2,201 万

9 千円を計上しております。費用とな
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る事業費については 4 億 5,575 万円で

あり、前年度対比 4.2％の増加となっ

ております。主なものは、営業費用の

原水浄水費、配水給水費、業務総係

費、減価償却費です。 

次に、資本的収支について申し上げ

ます。資本的収入は、工事負担金、他

会計補助金の 8,525 万円であり、前年

度対比 131.3％の増加となっておりま

す。資本的支出は 3 億 8,608 万 9 千円

であり、前年度対比 29.8％の増加とな

っております。主なものは、施設等整

備のための建設改良費、企業債償還金

です。 

資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額 3 億 83 万 9 千円について

は、過年度分損益勘定留保資金等によ

り、補てんするものです。投資的事業

となる建設改良については、両市町及

び県における流雪溝整備に伴う配水管

布設替工事、下水道等の他工事に関連

した配水管布設替工事等を実施するも

のであります。加えて、石綿セメント

管及び老朽配水管の更新事業について

は、尾花沢市新町地区、西原地区、名

木沢地区で実施して参ります。 

また、5 年度から 7 年度まで 3 か年

をかけて、水道事業長期計画の策定を

予定しております。これからも、事業

経営の理念である安全で安定した水道

水の供給に向けて取り組み、経営の健

全化に努めて参ります。 

次に、議第 8 号「令和 5 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合公共下水

道事業会計予算」について申し上げま

す。 

まず、下水道事業の業務予定量につ

いて申し上げます。近年の需要と人口

動向等を踏まえ、年間における総汚水

量等を予測し、計上したところです。  

はじめに、収益的収支について申し

上げます。下水道事業収益は 4 億 398

万 5 千円であり、主な収入として、営

業収益となる下水道使用料など 1 億

2,671 万円を計上しております。費用

となる下水道事業費については 4 億

398 万 5 千円であり、主なものは、営

業費用の管渠費、総係費、職員給与

費、減価償却費及び営業外費用の支払

い利息及び企業債取り扱い諸費、消費

税及び地方消費税納付額です。 

次に、資本的収支について申し上げ

ます。資本的収入は 3 億 7,247 万 5 千

円であり、主なものは、企業債、他会

計補助金、国庫補助金であります。資

本的支出は 4 億 4,265 万 9 千円であ

り、主なものは、管路施設費、流域下

水道建設負担金、企業債償還金であり

ます。 

資本的収入が資本的支出に対して、

不足する額 7,018 万 4 千円について

は、過年度分損益勘定留保資金などで

補てんするものです。投資的事業とな

る管路施設費は、尾花沢市上町地内な

どの下水道管渠工事を予定しておりま

す。厳しい財政状況ではありますが、

両市町と協議を図りながら、計画的か

つ効率的な整備促進を図って参りま

す。 

次に、議第 9 号「令和 5 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合尾花沢市
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特定環境保全公共下水道事業会計予

算」について申し上げます。 

まず、下水道事業の業務予定量につ

いて申し上げます。近年の需要と人口

動向等を踏まえ、年間における総汚水

量等を予測し、計上したところです。  

はじめに、収益的収支について申し

上げます。下水道事業収益は 6,886 万

1 千円であり、主な収入として、営業

収益となる下水道使用料など 991 万 8

千円を計上しております。費用となる

下水道事業費については 6,886 万 1 千

円であり、主なものは、営業費用の管

渠費、処理場費、職員給与費、減価償

却費、そして営業外費用の支払い利息

及び企業債取扱諸費です。 

次に、資本的収支について申し上げ

ます。資本的収入は 4,640 万 4 千円で

あり、主なものは、企業債、他会計補

助金、国庫支出金です。資本的支出

は、5,140 万 5 千円であり、管路施設

費、処理場施設費、企業債償還金であ

ります。 

資本的収入が資本的支出に対して、

不足する額 500 万 1 千円については、

過年度分損益勘定留保資金などにより

補てんするものです。投資的事業とな

る管路施設費は、グラインダーポンプ

設置工事を予定しております。厳しい

財政状況ではありますが、関係課と協

議を図りながら、計画的かつ効率的な

整備を図って参ります。 

次に、議第 10 号「令和 5 年度尾花

沢市大石田町環境衛生事業組合大石田

町特定環境保全公共下水道事業会計予

算」について申し上げます。 

まず、下水道事業の業務予定量につ

いて申し上げます。近年の需要と人口

動向等を踏まえ、年間における総汚水

量等を予測し、計上したところです。  

はじめに、収益的収支について申し

上げます。下水道事業収益は 4,800 万

9 千円であり、主な収入として、営業

収益となる下水道使用料など 1,008 万

4 千円を計上しております。費用とな

る下水道事業費については 4,800 万 9

千円であり、主なものは、営業費用の

管渠費、職員給与費、減価償却費及び

営業外費用の支払利息及び企業債取扱

諸費です。 

次に、資本的収支について申し上げ

ます。資本的収入は 2,214 万 3 千円で

あり、主なものは、企業債、他会計補

助金です。資本的支出は 2,981 万 3 千

円であり、主なものは、管路施設費、

企業債償還金です。 

資本的収入が資本的支出に対して、

不足する額 766 万 5 千円については、

当年度分損益勘定留保資金などにより

補てんするものです。投資的事業とな

る管路施設費は、公共汚水ます設置工

事を予定しております。厳しい財政状

況ではありますが、関係課と協議を図

りながら、計画的かつ効率的な整備を

図って参ります。 

次に、議第 11 号「尾花沢市の条例

を準用する条例の一部を改正する条例

の制定について」を申し上げます。個

人情報の保護に関する法律の改定に伴

い、同法の施行に関し必要な事項につ

いて尾花沢市の条例を準用するもので

す。また、組合行政職給料表等級別基
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準職務表の見直しについて併せて提案

するものです。 

以上が、今定例会に提案いたしまし

た議案の概要です。審議の過程におい

て、必要に応じて関係課長より説明い

たさせますので、慎重なる審議の上、

原案どおりご可決くださいますようお

願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

◎議長（菅野修一議員） 

ここで、一般質問に入る前に暫時休

憩をいたします。 

 

休憩 午前 10 時 31 分 

再開 午前 10 時 34 分 

 

◎議長（菅野修一議員） 

再開いたします。 

次に、日程第 16、一般質問を行いま

す。発言の通告のあった議員は、3 番 

鈴木由美子議員、6 番 塩原未知子議

員、以上 2 名であります。発言の順序

は、議長より指名いたします。 

なお、質問、答弁を含め 1 議員 1 時

間の持ち時間制となります。質問に対

する当局側の答弁は、質問者の時間制

約もありますので、ご協力をお願いい

たします。 

まず、3 番 鈴木由美子議員の発言を

許します。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

議長、3 番。 

◎議長（菅野修一議員） 

鈴木由美子議員。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

通告に従い、一般質問をさせていた

だきます。ごみ処理施設の広域化につ

いてお尋ねいたします。令和 4 年 12

月に、山形県より、山形県ごみ処理の

広域化及びごみ処理施設の集約計画

（素案）が出されております。広域化

ブロックは県内 7 か所に設定されてお

りますが、同じ地区に 2 つの施設があ

る北村山地区は広域と言えるのでしょ

うか。管理者のお考えはどのようでし

ょうか、よろしくお願いいたします。  

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

ごみ処理施設の広域化に関するお尋

ねについてお答えを申し上げます。 

現在、山形県で策定している山形県

ごみ処理の広域化及びごみ処理施設の

集約化計画、素案であります。につき

ましては、平成 10 年 3 月策定の山形

県ごみ処理広域化計画から、25 年が経

過いたしたことから、今回、国の要請

に基づき、あらためて策定を行うもの

であります。 

なお、新たな広域化計画の要旨は、

先週 16 日の議会全員協議会におきま

して、ご説明申し上げたとおりでござ

いますが、内容的には、前回の計画と

大きくは変わってはおりません。その

中で、本組合につきましては、天童

市、河北町を含めたかたちの北村山ブ

ロックという区割りで位置づけがなさ

れております。 

なお、鈴木議員仰せのとおり、この

北村山ブロックの中には、現在、東根

市外二市一町共立衛生処理組合、クリ
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ーンピア共立と、尾花沢市大石田町環

境衛生事業組合の 2 つの処理区が存在

して、それぞれ処理を行っておりま

す。 

一方で、広域化計画の中での、この

部分の今後の方向性、考え方でござい

ますが、当面、現行の処理体制を維持

することとし、将来的には、更なる、

ごみ処理施設の集約化を検討していく

とされております。広域化に関する本

組合の考え方でございますが、今回の

広域化計画策定に際して、素案の段階

で、県から、市町とは別に、本組合の

ほうにも意見照会があり、この部分に

つきましては、市町と協議を行い、本

組合の意見として回答を行ったという

経過もございますので、この回答の中

から、考え方を若干述べさせていただ

きます。 

本組合としては、将来的に広域化は

必要であるという観点から、県主催の

地域循環検討会議の中で、年に 1 回

は、広域化についてを議題としていた

だきたい、当該会議の中での対話を通

じて、広域化実現につなげていきたい

という考え方で進んでいるところでご

ざいます。広域化に関する本組合の考

え方は、以上でございます。 

◎議長（菅野修一議員） 

鈴木由美子議員。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

昨年の 7 月ごろに、前管理者が話し

合いに、これは東根市長様でしょう

か、話し合いのほうに出向いて広域化

のほうはどうなるかということを、会

議の中でお聞きしておりますけども、

昨年から結城管理者、新しくなられま

して、新たな結城管理者ということ

で、山形県におきましても、今までど

うしてこういう広域化がなされてこな

かったかとか、指導、山形県からの指

導がどのようだったかということにつ

いて、現管理者の結城管理者のほうか

らは、どのように山形県にお伝えして

いただいてますでしょうか。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

私のほうから改めて現時点で広域化

についてのお話ということは、今のと

ころさしていただいていないというこ

とであります。これは昨年の、今、議

員仰せの経緯もあるでしょうし、それ

以前の経緯も、先週の協議会のほうで

も申し上げましたが、現時点では、や

はり広域化が、いわゆる東根地区と尾

花沢地区と一緒になるという考え方

は、今のところは出来ないという先方

の話でもありますので、そこから先に

は進んでいかないと。そもそも考え方

といたしまして、先方のほうの地域の

方々が一方的に尾花沢市のごみを、現

時点で受け入れ可能かといわれれば、

なかなかそれは難しいんではないかと

いうことがあろうかと思います。これ

が逆の立場になったときに、やはり尾

花沢市としても、それは無理だという

答えになろうかと思います。 

従いまして、仮に県の広域化のこの

話し合いがこれから進捗していく中

で、ひとつのきっかけというか、その

時点、時期としては、先方の東根のほ
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うのクリーンピアのほうが、改築等検

討される時期に一緒にということ、も

しくは山形県が主導しながら、広域化

を進めていくというような状況が出て

参りますれば、進んでいくのかなとい

うふうには考えております。以上であ

ります。 

◎議長（菅野修一議員） 

鈴木由美子議員。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

これから今後、年に 1 回は広域化に

ついて議題としていきたいと、こちら

検討会議の中で訴えていらっしゃる、

考えていらっしゃるということですけ

ども、今まで年 1 回でさえもなってい

なかったのかと思うと、大変残念な思

いであります。やはり国が 20 年も前

から進めてきた広域化、先を見越した

広域化について、国の指導のもと県、

県がやはり調整役となって、こういっ

た課題を解決していくべきだったので

はないかなと、私、思いますので、こ

れからもやはり中々、広域化とその対

各市町村の首長さんとの話し合いが、

なかなか進まない中で、やはり県の指

導というのがいちばん大切になってく

るんではないのかなと思いますので、

当組合としましても、やはりそこは県

のほうに、毎回口うるさくても訴えて

いただきたいと思います。そして、現

時点では、こちら単独で進められると

いうことになるのかもしれませんけど

も、昨年、私たち議員の有志で仙台市

の環境部にも伺って、いろいろごみ処

理のことについて伺ってきたんですけ

ども、様々なごみの種類がある中で、

ペットボトル等は参考までですけど

も、たとえばペットボトルはお茶の伊

藤園さんとコラボ、協定を結んで、リ

サイクルのほうにつなげているとか、

そういった行政だけではない広域化、

民間さんとの協力というところもやっ

ていらっしゃるようです。そういった

ところも、これから新しい施設を造る

にしても考えていただきたいと思いま

すけども、その辺はどのようにお考え

でしょうか。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

前段のご質問の部分でありますが、

前段で県のほうの手動で、広域化を進

めていくという部分でありますが、議

員仰せのとおり、広域化計画が 25 年

も経ってるというような中で、何も進

捗していなかったというところがあろ

うかと思います。まさにおっしゃると

おりで、これはある意味、人口が人口

の減少が全く同じ数字で推移している

中であれば、広域化という考え方その

ものが、おそらくあまり進まないんで

はないかなと。ところがここにきて、

本当に人口減少が加速度的に増えてき

たと、非常に減少率が高くなってきた

というなところから、我々も含めて県

全体に何とかしなきゃいかんというこ

とで、一気にこの加速して広域化を進

めていこうという流れになっているん

ではないかなと私は思います。合わせ

て仙台市の、県のほうのこれからの毎

年の会議において、もしくはそれ以外

のところでも県主導でしっかり広域化
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を進めていただくように、声をかけて

あげていきたいというふうに思ってい

ます。仙台市のペットボトルの話あり

ますが、当環境衛生事業組合でもいろ

んな機会をとらえて、そういう方向性

ができないんだろうかというようなこ

とを検討していくということを確認し

ております。実現できれば何とかそう

いうリサイクル、ペットボトルが実際

のペットボトルになっている割合とし

ては 2 割位しかないというように聞い

ております。それが、ペットボトルが

全てリサイクルでペットボトルになる

というようなことであれば、非常に素

晴らしいリサイクル、ごみ処理のひと

つになってくると、こういうようなこ

とから、何とかそれも進めていきたい

というふうに思っております。以上で

あります。 

◎議長（菅野修一議員） 

鈴木由美子議員。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

やはり、ごみ処理場が万が一のこと

がありますと、やはり私たちの生活そ

のものがストップしてしまう大変なイ

ンフラでありますので、まず重要課題

として私は思っておりますので、今後

も様々な議論を重ねながら慎重に進め

ていっていただきたいと思います。あ

りがとうございました。以上で終わり

ます。 

◎議長（菅野修一議員） 

以上で鈴木由美子議員の質問を打ち

切ります。 

次に 6 番 塩原未知子議員の発言を

許します。 

◎議員（塩原未知子議員） 

議長、6 番。 

◎議長（菅野修一議員） 

塩原議員。 

◎議員（塩原未知子議員） 

おはようございます。令和 5 年 3 月

定例会にあたり一言申し上げます。雪

国に住む私たちに喜びの多い季節とな

りました。暖かい日差しを浴びると、

厳しかった冬も、春への希望を際立た

せるためにあるのだと思えるようにな

ります。昨今、地球温暖化がますます

加速し、時ならぬ気温上昇に大変戸惑

っております。大雨による最上川の氾

濫や東北大震災、コロナ禍を超え、人

口減少の待ったなしの時代がやってき

ています。しかしながら、ピンチはチ

ャンス、新たな脱炭素社会の実現に向

け、循環型社会の見本となるゼロカー

ボンの未来を、この尾花沢市と大石田

町が先に手にする絶好のチャンスが来

たと私は感じております。今定例会の

議案が両市町の希望ある未来の舵取り

となりますよう願いを込めて、通告に

従い一般質問をいたします。 

まず初めに、ごみ焼却施設の基本的

考え方の修正について三点お尋ねいた

します。ひとつ、昨年 12 月に山形県

では、ごみ処理場の広域化及びごみ処

理施設の集約化計画を目指す指針の素

案を発表しました。計画期間は令和 5

年から 14 年の 10 年としております。

未来を見据え、他施設との広域化を念

頭に再交渉すべきではないでしょう

か。先の鈴木議員の発言によりますの
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で、これに関してましては簡単にお願

いしたいと思います。 

二番目に新施設計画案では、焼却施

設熱を利用した融雪や、施設内活用を

予定されているとお聞きしております

が、廃棄物の焼却時に発生する蒸気熱

や温度差利用をするなど、時流に合わ

せ、積極的に発電や農業分野で活用、

さらには温水プールなど発展的な転嫁

をしてはいかがでしょうか。 

三番目に植物、牛ふん、残飯など、

廃棄物をエネルギーに変える技術革新

が、昨今、大変目覚ましい進歩を遂げ

ております。ごみ処理施設だけに留め

ず、再生可能エネルギーを積極的に活

用するお考えはないかお尋ねします。  

最後に、資材エネルギー高騰対策に

ついてお尋ねします。今年度は、補正

予算、令和 5 年度、次年度予算案で

は、光熱費等の増額で対応しておりま

すが、持続可能な施設運営を、今後ど

のようにしていくのかお尋ねします。  

以上、四点につきまして、誠意ある

ご答弁よろしくお願いいたします。必

要に応じて自席からの質問をお許しく

ださい。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

ただ今、塩原議員からは、大きく四

つのご質問をいただきました。順次お

答えを申し上げます。 

まず、広域化計画に関するお尋ねで

ございますが、これは先の鈴木議員と

重複いたしますので、当組合の考え方

だけを述べさせていただきたいと思い

ます。本組合といたしましては、市町

と協議した結果、将来的には広域化は

必要であると考えております。なお、

県に対しましては、県主催の地域循環

検討会議の中で、年 1 回、広域化につ

いてを議題としていただきたいという

旨の要望をさせていただいている状況

でありますので、今後そういう場を捉

えて、広域化につきまして、しっかり

これを挙げていきたいと考えておりま

す。 

続きまして、焼却熱の利活用に関す

る考え方でございます。現在のごみ焼

却施設では、主に冬期間の融雪、ロー

ドヒーティングとして、焼却熱の利用

を図っております。新しい施設におき

ましては、焼却熱の利活用をさらに推

進すべく、冬期間のロードヒーティン

グに加え、夏の期間は冷房に利用する

など、年間を通しての利活用を計画し

ております。 

次に、発電を含めたその他の再生可

能エネルギーの活用についてでござい

ますが、現在、国では、すべての公共

施設に太陽光発電の設置を求めている

関係から、本組合におきましても、新

しい施設の壁面に、尾花沢市文化体育

施設サルナート同様の 5kWh 程度の太

陽光パネル設置を計画しております。

なお、塩原議員からは、そのほかの再

生可能エネルギーの利活用案として、

具体的に焼却熱を利用した発電、農業

分野での温室利用、温水プール、バイ

オマス発電、その他、温度差を利用し

た発電など、5 項目ほど質問をいただ

いております。この部分につきまして
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の考え方でございますが、市町から

は、先に述べた焼却熱を利用した融雪

設備及び冷房設備の設置並びに 5kWh

程度の太陽光パネルの設置以外の整備

要望は今のところないため、具体的

に、本組合として、現在は検討をして

いない状況であります。その大きな理

由といたしましては、先週の 16 日に

一般会計財政計画の中でも説明させて

いただきましたが、現在、計画してい

るごみ処理施設整備事業におきまして

は、建設費の高騰を踏まえ、将来の市

町の財政負担が大きくなる見込みであ

るため、市町では、プラスチックごみ

の資源化など、全国的な取組は積極的

に取り入れつつ、一方で、全体事業費

は必要最小限に抑えたいという方針で

あります。 

従いまして、本組合では、市町の方

針に従いまして、事業内容を精査し、

全体事業費がなるべく小さくなる方向

で計画を進めておりますので、何と

ぞ、ご理解をお願いをいたします。 

最後に、資材、エネルギーの高騰対

策でございます。現在、資材価格、エ

ネルギー価格ともに高騰しており、令

和 4 年度の予算におきましては、燃料

費及び光熱水費を、年度途中で増額補

正しております。また、令和 5 年度予

算におきましても、前年度当初予算比

で、関係予算を大幅に増額しておりま

す。議員仰せのとおり、現在、将来の

ごみ袋値上げ案も示しておりますが、

係る料金の改定だけでは、物価高騰分

をすべて賄うことはできないところで

あります。今後につきましては、世界

的な情勢の推移を見守る必要もありま

すが、本組合の対応といたしまして

は、人口減少も踏まえた施設規模の適

正化をはじめ、その都度、状況に応じ

て、長期財政計画も含めた現計画を見

直すなど、市町との連携を継続して図

っていく考えであります。また、日常

的な施設運営の中では、これまでも実

施しておりますが、更なる経費の削減

に向け、省エネ運転の推進に努めて参

りたいと考えております。持続可能な

施設運営につきましての考え方は、以

上でございます。 

以上で答弁を終わります。 

◎議長（菅野修一議員） 

塩原議員。 

◎議員（塩原未知子議員） 

説明をお聞きしまして、特に人口減

少というものが急激なために、電気代

高騰とか、時世の流れっていうの含め

まして、将来的に本当に厳しいものだ

なというふうに考えております。施設

に関しまして、当組合の全体事業費を

できるだけコンパクトにするというの

は、本当に私も大賛成であります。そ

れは、これからの未来のことを考える

と当たり前のことであります。ですの

で、基本的なところは、それで私は結

構だと思います。ただ、本当にエネル

ギーの高騰、最近はごみが資源になる

っていう時流が、間違いなくやってく

るっていう時代が来ておりますという

のを感じておりますので、年に 1 回、

広域化を皆さん検討していくというこ

とで決められているのであれば、毎回

ですね、ぜひ時流が変わる、いろんな
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技術が新しくなるっていうのを勉強し

ていただきたいなと思います。びっく

りするんですけれども、小型化になっ

たり、性能が良くなったり、安くなっ

たりっていうのが、本当に日々努力、

いろんな民間企業、あとは民間だけで

なくって、様々な学校関係とか、総ぐ

るめでエネルギーを出来るだけ生むと

いう発想をしておる時代だと思いま

す。ですので、そのようなお考えは、

これからごみ焼却場に限らずという私

は質問をしておりますので、それも含

めまして、どちらの首長さんにもお聞

きしたいと思います。 

まず初めに尾花沢市長に、管理者に

お聞きしたいと思います。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

今、議員仰せのとおりですね、人口

減少、とにかく尾花沢市に関しては、

あと 23 年位で人口が半減される見込

みだと。今 14,000 人ですが、7,000 人

になるというように見込まれていま

す。そういう中で、行政全般に言える

ことでありますが、住民サービスをど

ういうふうにしていけばいいのか、直

近でいえば、この広大な敷地の除雪

費、除雪をどうやってやっていくの

か、それとこちらの関係で申し上げれ

ば、水、水道をどういうふうに供給し

ていけばいいのか、そして今、中心に

なるお話の中のごみ処理、これをどう

していくか、ごみについては、まさに

人が少なくなればごみも減る。たとえ

ば、今 18 トンのごみ処理施設考えて

おりますが、極端な話、尾花沢市だけ

が対象だと仮定した場合には、18 トン

の処理施設は必要ないわけですね。9

トンの施設、単純なお話ではありま

す。その中で、ではどれだけの電気を

生める施設を造れるのか、そして、ま

たその生んだ電気が、どういう住民の

方々に配分できるのかと、そういうこ

とを考え合わせると、今できることの

一番可能性のあるもの、たとえば、先

ほど申し上げたような融雪装置とか、

そういうものを実施して、極力財源の

かからない方法をやっていくと、これ

がやはり尾花沢市にとっては、今一番

ベストな考え方ではないのかなという

ふうに考えております。それ以外の、

先ほど先週もお話ししたとおり、バイ

オマス等については、それをまたごみ

処理施設とはまた別に、これから検討

しておりますので、これはまた別途、

議員のみなさんとご相談させていただ

きたいというふうに考えております 

◎議長（菅野修一議員） 

村岡副管理者。 

◎副管理者(村岡藤弥君) 

おおまかな部分は、もちろん管理者

の言うとおりでありますけども、様々

な日進月歩で進んでいる革新的な技術

というもの、たとえば雪ですけれど

も、雪を利用した発電方法なども、か

なり具体化しておりますので、無尽蔵

ではないんですけども、すごい量のこ

の雪を利活用した発電など、今進んで

おりますので、その辺にはしっかりと

目を向けながら、進められればなと思

います。 
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◎議長（菅野修一議員） 

塩原議員。 

◎議員（塩原未知子議員） 

昨日も大石田町で行われた雪国技術

イノベーション推進セミナー、県の主

催の、私も全部は聞けなかったんです

けども、大変、民間の方々の何十年も

かかっている技術とか、あとは尾花沢

大石田の事業所さんの、いろいろな技

術の工夫で、屋根融雪のこととか見さ

せていただきまして、まだまだこの雪

があるから、大石田も尾花沢もまだま

だいろんなところが発展するんではな

いかと、私は期待しているところであ

ります。先ほど、ごみ焼却場のほうは

熱を利用した融雪ということだったん

ですけども、夏場は融雪の必要ないん

ですけども、夏場は冷房使っていかれ

るというふうに、ご答弁いただきまし

た。であればこそ、このせっかくある

雪を、夏場はごみ焼却場にもきちっと

冷房の補佐役として使っていただくこ

とはできないのでしょうか。お聞きし

ます。 

◎議長（菅野修一議員） 

事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

塩原議員にお答えします。今いきな

りの質問でもあったかとは思うんです

けれども、雪冷房の施設は、過去に尾

花沢市役所でも雪山にシートして作っ

てる例もございます。今現在、今度新

たな市庁舎のほうでも活用しておると

ころであります。今現在、次の施設に

どのぐらいの規模でっていう計画は、

今白紙ではありますが、ただ計画作る

段階で、大きな計画変更にはならない

かもしれませんけれども、今言ったご

意見は、私たちでも調査等はさせてい

ただきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

◎議長（菅野修一議員） 

塩原議員。 

◎議員（塩原未知子議員） 

ぜひ、いろいろなエネルギーを活用

して、日本でも稀に見るような、ごみ

処理施設を私は期待しております。さ

らにですね、山形県では令和 2 年のゼ

ロカーボン宣言を発令しております。

尾花沢市では昨年末ですけども、ゼロ

カーボン宣言を発令しております。で

すので、いろいろな資源を循環すると

いうことも含めまして、先ほどはプラ

スチックの再利用とかということで、

ご答弁いただきましたけれども、その

他、尾花沢には和牛がたくさんおりま

す。そちらのほうも、しっかりと答弁

の中では考えておられるということで

したので、複合的に考えていただい

て、将来、来るべき将来、人口が減っ

ても、きちっとインフラが整備できる

ように考えていただきたいと思いま

す。まずは自分たちの住む地域のエネ

ルギーを調べることからと私は考えて

おりますけれども、そのようなご考え

はありますでしょうか。 

◎議員（鈴木裕雅議員） 

環境衛生の一般質問じゃないです

ね、塩原議員。 

◎議員（塩原未知子議員） 

すみません、訂正します。それで

は、なるべく小さな計画でと先ほどご
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答弁ありましたけれども、実際、人口

がどれぐらい減った場合に、広域化、

本当に考えなきゃいけないと想定され

ておりますか。今の大体約半分位にな

るというご答弁もありましたけれど

も、実際、本当に人数このぐらいって

いうギリギリの人口というのはござい

ますでしょうか。お聞きしたいと思い

ます。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

人口がどれぐらいなったら広域化に

なるかという、それはさすがにちょっ

と基準みたいなものはないかと思いま

す。ただし、先ほど私が答弁させてい

ただいたように、ひとつのきっかけと

しては、やはり我々がもうすでに、仮

にこのままごみ処理施設を造れば、今

後 20 年から 40 年使っていくというこ

とが、もう前提になります。一方で、

東根のほうがちょっと何年経過してい

るのかまでは、ちょっと詳細、私、把

握してはいないんですが、そちらのほ

うが更新の時期になったときに、向こ

うのほうは東根のみならず、天童も入

ってると、河北町も入っているという

ようなことから、全体の人数が、今の

施設では到底大きすぎるというような

考え方になったときに、やはり、そこ

にうまく尾花沢市が入っていくのか、

その時の尾花沢市の人口が果たしてど

のくらいなのか、そして一方で、今の

新しくしたごみ処理施設に関して、ど

のぐらいの修理費の費用がかかってい

るのか、そういうトータル的なことを

考え合わせたうえで、動いていく必要

があるんだろうなと思います。やはり

北村山、それと天童、河北町、もっと

言えば県内全体として、どのぐらいの

人口になって、それをどれだけの位で

経費で維持出来るのか、そういうトー

タルで、やはり考え合わせていかなけ

ればいけないだろうと思います。そし

てまた、行政の全般的な経費、そうい

うものも一緒に考え合わせて、そし

て、やはり進めていくんだろうなと。

ただ、きっかけとしては、ひとつのき

っかけとしては、クリーンピアのほう

の改修、更新時期、それにうまく合わ

せて乗っていくのが、一番良い広域の

進め方としては、チャンスではないの

かなというふうに思ってます。 

◎議長（菅野修一議員） 

塩原議員。 

◎議員（塩原未知子議員） 

そういうタイミングっていうのを、

ぜひ見極めて交渉に挑んでいただきた

いと思います。あと、やはり今は北村

山なので、村山地域の南のほう向いて

おりますけれども、北のほう高速道も

全部通ったとすれば、北のほうの距離

のほうが、もともと近いわけです。最

上県内のほうが、こちらのほうのお考

えっていうのは、ご検討どうなんでし

ょうか。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

現時点で、北のほうだから西のほう

だから南のほうだからという、そうい

う線引きをしているつもりでもなく
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て、やはり全体の、たとえば広域中枢

圏ですか、これも山形市を中心として

我々も入っている、そういう中で、な

おかつ、ひとつの例で公立病院、三市

一町ですか、これも、そのグループに

あるということ。従いまして、決して

北を向かないということではなくて、

すでに我々の行政のエリアそのもの

が、そちらのほうに向いたかたちで、

観光も含めて、そういう流れになって

いますので、それに則ったかたちで、

沿ったかたちで進めていくというのが

ベストなんだろうなというふうに思い

ます。決して北のほうを除外すると

か、北のほうに何かっていうことでは

なくて、あくまでも今全体の流れが、

そういう流れで進んでいるというふう

になってますんで、そこに合わせてや

っていくと、逆にもともと全くそうい

う行政の連携が全くないところと、突

然エネルギーだけっていう、ちょっと

話とはまた別なんでしょうけど、何か

一緒になってっていうのは、中々、今

度はある意味難しい進め方になってい

くんではないかなという気がします。  

◎議長（菅野修一議員） 

事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

今、塩原議員のご質問で、管理者説

明した部分に補足いたします。私たち

も広域の部分で、進め方という部分

で、常任委員会や全員協議会でも説明

はしておったと思われますけれども、

まず新しく建てる前段で、近隣の場所

に事務レベルでの聞き取り、お願いの

ようなかたちで聞き取りさせていた結

果がございます。当然、最上地区の鮭

川にも行きました。そこで、すぐ、ん

だら混ぜるとか何かは一切なく、厳し

いでしょ、東根も厳しいでしょ、そこ

から始まって、独自でしていくこと

で、計画をしているところでもありま

すので、その部分は申し添えます。 

◎議長（菅野修一議員） 

塩原議員。 

◎議員（塩原未知子議員） 

柔軟に広域化に対してはチャンスを

狙っていただきたいと思います。北

南、あとは県境越えてでも私はいいの

かなと思っているところなんですけど

も、でも大石田と尾花沢両市長のほう

で、ごみ処理を造るっていうのであれ

ば、逆に小さいかもしれないけれど

も、日本でも、ほんとに稀な、持続可

能なかたちを考えていただきたいなっ

ていうのを、私は一番に思っておりま

すので、ぜひいろいろな可能性を捨て

ずに考えて、調査研究、いろんな民間

の事業者と手を組むことは考えていた

だきたいと思います。広域化っていう

のは、県のほうからの全体を見通せば

当然だと思います。人口が少なくなる

のは。でも、それにも勝る、勝てるよ

うなアイディアと知識みたいなもの

を、柔軟に対応していただきたいと思

いますけれども、いかがでしょうか。  

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

現在までの計画そのものも、いろん

な視点で検討されてきた結果のひとつ

として、今、出来上がっているものと
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私は理解しております。とは言いなが

らも、これから実際に建設までも、い

ろんな情報集め、なおかつ、議員仰せ

のとおり、新しい技術が日進月歩で出

てきてくるというようなこともあるで

しょうし、そういうことも含めて、し

っかり情報収集して、可能な限り、先

端を行けるような施設にしていきたい

というふうに考えております。以上で

あります。 

◎議長（菅野修一議員） 

塩原議員。 

◎議員（塩原未知子議員） 

ぜひ、よろしくお願いしたいと思い

ます。以上で私の質問を終わります。  

◎議長（菅野修一議員） 

以上で塩原議員の質問を打ち切りま

す。 

次に、議案の審議を行います。 

この際、お諮りいたします。日程第

17、承第 1 号「令和 4 年度尾花沢市大

石田町環境衛生事業組合一般会計補正

予算(第 3 号)の専決処分の承認につい

て」から、日程第 28、議第 11 号「尾

花沢市の条例を準用する条例の一部を

改正する条例の制定について」までの

12 案件の審議については、会議規則第

37 条第 3 項の規定により、委員会付託

を省略いたしたいと思います。これ

に、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、12

案件の審議については、委員会付託を

省略することに決しました。 

それでは、まず、日程第 17、承第 1

号「令和 4 年度尾花沢市大石田町環境

衛生事業組合一般会計補正予算(第 3

号)の専決処分の承認について」を議

題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようでありますので、終

結いたします。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので、終結いたします。 

これより、承第 1 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり承認するに、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、承

第 1 号は、原案のとおり承認されまし

た。 

次に、日程第 18、議第 1 号「令和 4

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合一般会計補正予算(第 4 号)」を議題

といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。今野雅信議員。 

◎議員（今野雅信議員） 

議長、1 番。議案書の 13 ページ、歳

出の 3 款 1 項 2 目 10 節の需用費、燃

料費 5,920,000 の減、光熱水費

12,000,000 の減のところです。年度始

めから、物価の高騰ということで、10

月と 12 月補正予算を組んだというふ

うに聞いております。そして、思った

ほどの高騰の推移ではなかったという
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ことで、減額の補正という説明を受け

ましたが、なかなか物価の高騰という

のは目に見えないものではございます

が、その高騰の推移以外に、何か、た

とえば節電だったり、そういったこと

に取り組んでいたのかどうか、その辺

ご説明いただければと思います。 

◎議長（菅野修一議員） 

事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

今野議員にお答えします。やはり私

たちの補正を組むタイミングという時

期が、2 か月から 3 か月前でありまし

た。10 月議会は夏、その時にこの上が

り方は大変だと、それで大きく見積り

ながら、ただし、10 月にかけた時は、

その後の足りなくなってる状態であり

ました。12 月 1 月 2 月に対して、さら

に大きく、その部分だけを想定して、

そして市町の財政と協議しながら、マ

ックスの上げ率を挙げたところであり

ます。それで、私たち各部署でも、節

電にみんなで取り組んで、出来るだけ

取り組んで、最後には予算間に合うよ

うにってしておったんですが、やはり

このカーブが、上り幅が少なくて、た

だし、今、今野議員おっしゃったとお

り、節電はみんなに周知徹底しながら

対応したところであります。以上で

す。 

◎議長（菅野修一議員） 

今野雅信議員。 

◎議員（今野雅信議員） 

大幅な減額補正となったわけですけ

ど、やっぱりそういった努力が、今後

ともまだまだ必要なのかなというふう

に思います。ぜひとも、そういった面

でも、もちろん当組合だけに限らず、

町市でも同じような取り組みが、今後

必要になってくるのかなと思いますけ

ども、その辺管理者もどのようにお考

えか、お聞かせ下さい。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

今おっしゃるとおり、まだまだこれ

から先も非常に不透明感があって、そ

こら辺非常に悩ましいところでありま

す。国においても、それを補てんする

施策等もいろいろ検討されているよう

ではありますが、やはり自分たちの中

で出来ることは、しっかり実施してい

かなければいけないというふうに思っ

ております。LED 化にはもちろん、私

のところの庁舎も新しいもんですか

ら、そういうところはしっかり対応し

てるんだろうと思いますが、たとえば

昼休みの消灯なんかも極力、今やって

いるようでありますが、もっともっと

奨励しながら、しっかり自分たちの出

来ることを心がけていきたいというふ

うに思っております。 

◎議長（菅野修一議員） 

他にありませんか？ 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論ですが、通告がありません

ので終結いたします。 
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これより、議第 1 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 1 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 19、議第 2 号「令和 4

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合公共下水道事業会計補正予算(第 1

号)」を議題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論ですが、通告がありません

ので終結いたします。 

これより、議第 2 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 2 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 20、議第 3 号「令和 4

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合尾花沢市特定環境保全公共下水道事

業会計補正予算(第 2 号)」を議題とい

たします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようでありますので、終

結いたします。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 3 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 3 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 21、議第 4 号「令和 4

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合大石田町特定環境保全公共下水道事

業会計補正予算(第 1 号)」を議題とい

たします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようでありますので、終

結いたします。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 4 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 4 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 22、議第 5 号「令和 4

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合水道事業会計資本剰余金の処分につ

いて」を議題といたします。 
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これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 5 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 5 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 23、議第 6 号「令和 5

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合一般会計予算」を議題といたしま

す。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。鈴木裕雅議員。 

◎議員（鈴木裕雅議員） 

議題 6 号、予算書ページ 12 ペー

ジ、3 款 1 項 2 目 12 節委託料でありま

す。この中で、ごみ焼却施設の残渣等

の埋立処分業務委託料、また、ごみ処

理基本計画策定業務委託料ございます

けれども、現在、残渣のほうは村山市

の業者さんのほうにお願いしている、

委託している状況にあるかと思いま

す。そちらのほうも埋立処分を行って

いるわけですけれども、現在、最終処

分場、白鷺の処分場、かなり限界にき

ているので、そちらのほうに委託して

いるというふうに承知しております。

この白鷺に次ぐような最終処分場を、

独自に、尾花沢市もしくは大石田町の

地内に設けるべきであると考えていま

すが、今後の展開はどのようにお考え

か、お聞かせ願います。 

◎議長（菅野修一議員） 

事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

鈴木裕雅議員にお答えします。今現

在、白鷺に次ぐ場所の選定作業は、ま

だ行ってないところであります。環境

衛生でも代々ずっと流れがあります

が、やはり白鷺が厳しい部分があった

ということでありまして、市外のとこ

ろに持っていってる部分で、何とか今

つないでいるところであります。今後

もそちらにはお願いしつつも、やはり

白鷺が本当の限界ギリギリで判断では

なく、その辺も判断しながら検討しな

ければならないっていう方向性は心の

中では思っているところではあります

が、今の現在は、どこを選定作業で調

査するっていう部分までは、まだ至っ

てない状態であります。以上です。 

◎議長（菅野修一議員） 

鈴木裕雅議員議員。 

◎議員（鈴木裕雅議員） 

埋立地の候補地を決定するというの

は、大変時間がかかることだというふ

うに、私も理解しているわけです。や

はり時間がかかるからこそ、候補地を

探すというところから、ぜひ早めに行

っていただきたいと思います。以上で

す。 

◎議長（菅野修一議員） 

他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 6 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 6 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 24、議第 7 号「令和 5

年度尾花沢市大石田町境衛生事業組合

水道事業会計予算」を議題といたしま

す。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 7 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 7 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 25、議第 8 号「令和 5

年度尾花沢市大石田町境衛生事業組合

公共下水道事業会計予算」を、議題と

いたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 8 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 8 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 26、議第 9 号「令和 5

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合尾花沢市特定環境保全公共下水道事

業会計予算」を議題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。村形昌一議員。 

◎議員（村形昌一議員） 

議長、7 番。水洗化世帯数が 3 戸増

えたということでご説明いただきまし

た。これは、これまで懸案のところな

んかも増えているのか、また加入率な

んか、どのようになったのか、ご説明

をお願いします。 

◎議長（菅野修一議員） 

事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

村形議員にお答えします。今、上水

道課長とも確認しているんですが、

今、手持ちの資料にはっきり言える部

分がなくて大変申し訳ありませんが、
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こちらのほうで対応しながらしたいと

思います。よろしくお願いします。 

◎議員（村形昌一議員） 

後ででいいです。 

◎議長（菅野修一議員） 

後でで良いですか。その他ございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 9 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 9 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 27、議第 10 号「令和

5 年度尾花沢市大石田町環境衛生事業

組合大石田町特定環境保全公共下水道

事業会計」を、議題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 10 号を採決いたし

ます。本案を原案のとおり決するに、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 10 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 28、議第 11 号「尾花

沢市の条例を準用する条例の一部を改

正する条例の制定について」を議題と

いたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。3 番 鈴木由美子議員。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

今現在進行中の最中であります、ご

み処理施設の広域化、さらに今後の水

道事業の広域化が進みますと、事務や

管理の効率化が見込まれます。一方

で、各地区の現場に精通した職員の

方々の配置っていうのは、今後も必要

不可欠であると思います。統括課長が

リーダー的な管理職になることは、私

は大いに賛成であります。しかし、今

言ったとおり、事務や管理の効率化も

見込まれることから、尾花沢市からの

事務局長職との管理職 2 名体制という

のは、私は人員過剰と思います。ま

た、環境衛生事業組合の職員の方々

は、専門知識を持って長年経験を積ん

で、さらに知識習得向上に努めている

と、私はすごく常日頃思っております

ので、全体的な処遇の改善っていうの

も必要でないかと思いますけども、そ

の辺のところはいかがお考えでしょう

か。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

統括課長というポストを作るという

部分なのかもしれませんが、これ事務
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局長と統括課長 2 人、いわゆる市のほ

うから派遣するということではないっ

ていうか、必ずしもそれを市のほうか

ら、どちらのポストもお二人を派遣す

るということで作ったわけでもなく

て、あくまでもその全体的な組織を活

性化するために、事務局長を補佐する

ポストとして、もう一方、いわゆる管

理職としてあるべきではないのかとい

う考え方で実施しているわけであっ

て、その現場の人を減らすとか、そう

いうことではなくてですね。あくまで

も管理職のポストを 1 つ増やして、い

わゆる部内からも、何というんでしょ

うか、そこを目指してしっかり仕事を

していただきながら、将来的に統括課

長というポストに処遇できるような体

制を作っていくということでありま

す。決して、その現場が手薄になると

か、市のほうからたくさんの人を派遣

するとか、そういうことでやってるわ

けではなくて、あくまでも組織全体を

活性化するためのひとつの組織編成改

正ということであります。 

◎議長（菅野修一議員） 

事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

鈴木由美子議員にお答えします。

今、管理者から全体的にありましたけ

れども、私のほうからも補足になりま

す。当初、環境衛生はずっと長年、市

からの事務局長の派遣というのが長年

続きました。そして、イメージ的にな

んですけども、最上川豪雨で大変なこ

とになった、大石田が大変なった、尾

花沢も断水なってと、そういう場合に

事務局長の役割は市や町との調整役

で、当時はいきながら、こちらの環境

衛生の職員の課長たちは確かにその時

は 4 名いました。その人たちを、課長

たちががっちり組んで、そして局長は

そっちの調整役、こっちの現場のトッ

プは課長たちがして指示すると。そん

なかたちでしました。当然、これは東

日本大震災の際もそうであります。や

はりここのトップは市の対策本部、町

の対策本部に出歩いて調整しながら、

やはり現場のトップの指揮管理は 2

年、1 年か 2 年で来る事務局長はやは

り役目をちょっと分けております。そ

して、これは今まずひとつの説明であ

ります。そして、この議員の皆様の前

回の議員の中で、青野議員が一般質問

の中で、今いる管理職、課長の皆様の

処遇、責任のある仕事なので、市に準

じる部分はいかがなもんですかってい

う質問、実際いただきました。それ

が、それを踏まえて 2 年間、尾花沢

市、町の人事、財政、企画、関係課長

で論議しながら、まず組織改革するた

めには課を減らして、そして課長、管

理職の課長を作る作れないかっていう

論議を 2 か年しました。当然 1 年目、

前管理者の菅根管理者、村岡副管理者

とも調整しました。その部分では、こ

の土台までは出せませんでした。今年

度、さらにずっと積み重ねをしまし

て、事務局長と現場の叩き上げの職

員、環境衛生の精通している職員を管

理職 2 名体制でするというまでの話し

合いで、ここまで来て、今日、議案提

出になります。なお、前の全員協議会
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でもお話しましたけれども、お隣の東

根のクリーンピアは 3 名の管理職体制

で、うちトップ事務局長が東根市役所

から、管理課長も市役所から、業務課

長といって現場の指揮官、全体を束ね

る管理職は現場の叩き上げの現場の職

員、お隣の最上の広域のほうも同じ 3

名体制で、現場の叩き上げの人が管理

職 1 名と。なお、ここまでの説明プラ

ス昨日でありましたけれども、市の消

防のイメージもあります。市の消防は

消防庁が市から行きます。全体のトッ

プ、消防のトップで市の職員でありま

す。消防署の火を消す救急隊の叩き上

げの人が消防署の本部の総務課長、そ

して署長 2 名体制の管理職の体制であ

りましたが、次年度は消防長そして本

部の総務課長、そして消防署長 3 名の

管理職体制で臨まれるように、昨日の

人事異動の内示があったようでもあり

ます。これを真似するというわけでは

ありませんけども、やはり私たちも環

境衛生の職員、ずっとスタートから退

職まで、ずっと水道、下水、ごみ処理

場を担当しております。その中の 1 名

の統括課長が、やはり事務局長と統括

課長ということで 2 枚看板にはなりま

すけれども、管理しながら事務をうま

く回せるように提案するものでありま

すのでよろしくお願いします。 

◎議長（菅野修一議員） 

鈴木由美子議員。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

ただいま様々とご説明いただきまし

たけども、現実ですね、本日、新聞等

で人事異動の発表がなされておりま

す。もう決定されておるわけです。で

すので、私が今ここで何を言おうとも

無駄なのかなというのが一番の感想な

んですけども。ですので、こういった

案件っていうのは、この時期じゃなく

て、もっと事前にされるべきなんでは

ないかなと、今日はつくづく思いまし

た。いかがお考えですか。その辺は、

そのことだけお聞きしたいと思いま

す。 

◎議長（菅野修一議員） 

結城管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

事前に説明させていただいたと思っ

ておりますが、組織改編等もこの案件

は入っていたと思いますけども、不明

な点が、ちょっとよくわからないんで

すが、初めて今日ご覧になったという

ことですか。 

◎議長（菅野修一議員） 

事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

鈴木由美子議員に我々の人事配置の

部分の内示は局長のみであります。局

長は市役所からの派遣でありますの

で、それでその部分は市に準じて、事

務局長が異動になる場合は、そこで内

示になって、ただ今、論議している統

括課長の部分は、新聞には当然載って

おりません。今日、議員の皆様からご

可決いただきました後に、環境衛生で

内示をして、する部分であります。そ

れで事務局長の部分は、ここの議会で

論議する部分ではなく、市の内示とい

うことをご理解いただいて、そこの部
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分は市に準じて、前日なりますので、

よろしくお願いします。 

◎議長（菅野修一議員） 

鈴木由美子議員。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

市の内示ということをなんです。私

もちょっと言い方が足りなかったんで

すけども、この議案に関しまして、ま

たここで可決なっていなかったもんで

すから、ちょっとその辺が疑問に思っ

た点です。まず、いずれにしまして

も、私の考えがこうであったというこ

とを、頭に入れていていただければあ

りがたいなと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたしたいと思います。  

◎議長（菅野修一議員） 

小玉議員。 

◎議員（小玉 勇議員） 

鈴木さんと逆の立場で質問させても

らいたいんだけども、先日の説明で

ね、消防署とかの複数の課長さんにな

ってたのを聞いてたんだけども、自分

が聞きたいのはですね、この組合、何

年も長い間やってるんでしょうけど

も、なぜここだけがあえてね、叩き上

げを取らなかったのかと、逆に聞きた

い。そういうふうに思うんですよね。

現場をもっと高くとってもらいってい

う意味からね。鈴木さんと逆の立場に

なるんだけども。 

◎議員（鈴木由美子議員） 

同じです。言いたい事は同じです。 

◎議員（小玉 勇議員） 

もっと早くから、何か変な差別じゃ

ないけど、そういう僕は感じてしまい

ましたからね。それの説明ちょっとお

願いします。 

◎議長（菅野修一議員） 

事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

小玉議員にお答えします。大変、組

合としてはありがたい言葉でありま

す。やはり代々の人事を担当する課長

がいらっしゃいました。昭和からずっ

と、そしてやはり市役所の内部では、

環境衛生事業組合は、市役所の一課と

一緒だという意味合いで、歴代の人事

の課長は意識があったようでありまし

た。それで、そうすると、やっぱり局

長だけが管理職 1 名で、あとは課長の

皆さんだは市役所の補佐レベルでうま

く回してくれって言って、ずっときた

ようであります。それを受けまして、

当時の青野議員が市に準じるのであれ

ば、各課長も責任にあると、やはり尾

花沢市役所であれば、簡水を担当する

課長と上下水道課長一緒だべというこ

とで、いろいろご指摘を受けて、ただ

すぐ即答で当時の菅根管理者がします

っていうことはなかったんです。だか

ら 2 年間を論議しながら、ようやく小

玉議員おっしゃるとおり、私たちの叩

き上げの部分の課長 1 名、まず管理職

に上げられる突破口というと、ちょっ

と言葉がアレなんですけれども、今年

度ぜひお願いしたい部分であります。

以上です。 

◎議員（小玉 勇議員） 

はい、結構です。 

◎議長（菅野修一議員） 

その他、ございませんか。 



27 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

質疑もないようでありますので、終

結いたします。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 11 号を採決いたし

ます。本案を原案のとおり決するに、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議

第 11 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 29、各常任委員会及び

議会運営委員会の所管事務の調査につ

いてを議題といたします。皆様方のお

手元に配付いたしております、申出書

のとおり、各常任委員長及び議会運営

委員長から所管事務の調査について、

閉会中の継続調査の申し出がありま

す。 

お諮りします。各常任委員長及び議

会運営委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（菅野修一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、各

常任委員長及び議会運営委員長から申

し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決しました。 

以上で、今定例会に付議されました

議案の審議は、すべて終了いたしまし

た。事務局長。 

◎事務局長(鈴木 賢君) 

貴重な時間すみません。先ほど村形

議員からのご質問があった部分を、事

務室のほうで調べました。来年度の 3

戸増えた部分でありますが、銀山、能

登屋関係の空き家の接続 1 件目、2 件

目は松本旅館ゲストハウスの新設、そ

してカフェの店の 1 件新設、計 3 件、

温泉の一番奥のカフェになりますけど

も、このようなかたちで、今後も接続

に努力し、ただ大きいところはまだ残

っておりますけれども、今後も調整し

ながら進めて参ります。以上です。 

◎議長（菅野修一議員） 

よろしいですか。慎重なるご審議、

誠にありがとうございました。 

この際、管理者より発言の申し出が

ありますので、これを許します。結城

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

年度末のお忙しい中、本当に慎重な

るご審議いただきまして、すべての議

案ご可決いただきまして、本当にあり

がとうございました。皆様方の貴重な

ご意見を、しっかり今後も実行ととも

にいただいて、市民町民の皆様にしっ

かり恩恵のあるような施策を、しっか

りと進めて参りたいと思います。本当

にありがとうございました。 

◎議長（菅野修一議員） 

これをもちまして、令和 5 年 3 月定

例会を閉会いたします。大変ご苦労様

でございました。 

 

 

閉会 午前 11 時 50 分 


